
議案第 37 号  

 

   平成２１年度生駒市下水道事業特別会計予算  

 

 平成２１年度生駒市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，６１３，６０９千円と定

める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。  

（債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担

行為」による。  

（地方債）  

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」

による。  

 

  平成２１年３月２５日提出  

                     生駒市長 山 下  真  



第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 分担金及び負担金 　　　　　　　８６，１３１

 1 負担金 　　　　　　　８６，１３１

 2 使用料及び手数料 　　　　　　６３５，７３５

 1 使用料 　　　　　　６３５，２６４

 2 手数料 　　　　　　　　　　４７１

 3 国庫支出金 　　　　　　２１３，５００

 1 国庫補助金 　　　　　　２１３，５００

 4 繰入金 　　　　　　８１７，７８１

 1 一般会計繰入金 　　　　　　８１７，７８１

 5 諸収入 　　　　　　　１８，６６２

 1 延滞金加算金及び過料 　　　　　　　　　　　　１

 2 雑入 　　　　　　　１８，６６１

 6 市債 　　　　　　８４１，８００

 1 市債 　　　　　　８４１，８００

歳       入       合       計 　　　　２，６１３，６０９



歳 出
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 下水道費 　　　　２，０２９，７２６

 1 下水道費 　　　　２，０２９，７２６

 2 公債費 　　　　　　５８２，１８０

 1 公債費 　　　　　　５８２，１８０

 3 予備費 　　　　　　　　１，７０３

 1 予備費 　　　　　　　　１，７０３

歳       出       合       計 　　　　２，６１３，６０９



第 ２ 表  債務負担行為 

事 項 期 間 限 度 額 

生駒市水洗便所改造資金とし
て、市民が取扱金融機関から受
ける融資に対する損失補償 

融資金の借入日から償還完了
日まで。 

融資金の償還元利金及び
遅延利息の合計金額 

竜 田 川 浄 化 セ ン タ ー 
 

施 設 整 備 事 業 

平成２１年度から 
 

平成２２年度まで 
３２７，０００千円

 
 

 

第 ３ 表  地 方 債 

 

 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

 千円 
   

 

 

公共下水道事業 

 

 

790,800 

証 書 借 入

 

又 は

 

証 券 発 行

5.0％以内 

（ただし、利率見直し方

式で借り入れる場合につ

いて、利率の見直しを行

った後においては、当該

見直し後の利率） 

政府資金についてはその融資

条件により、銀行その他の場合に

はその債権者と協定するものと

する。ただし、市財政の都合によ

り据置期間及び償還期限を短縮

し、若しくは繰上償還又は低利に

借換えることができる。 

流域下水道事業 51,000 〃 〃 〃 

計 841,800    
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